
第一級陸上特殊無線技士国家試験解説©H.Kemanai kema@khz-net.co.jp 無断での商用利用を禁じます。 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】1 

難易度★（絶対に正解したい） 

免許取り消しという最も重い処分を受けてから 2 年は免許を与えないことができる、とされています。なお、

選択肢 3 の「刑法に規定する罪」は、電波法とは関係ないので無線局免許の発行とは関係ありません。 

  



第一級陸上特殊無線技士国家試験解説©H.Kemanai kema@khz-net.co.jp 無断での商用利用を禁じます。 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】3 

難易度★★（難しいけど頑張って覚えたい） 

選択肢 3 のように規定されています。 

一陸特の出題の定番問題ではありますが、選択肢 A については、「通信の相手方」「通信事項」の変更の工事につ

いては、無線設備自体には何ら変更が発生していないため誤りだと分かります。「無線設備の設置場所の変更」に

ついては、設備自体を移動させる際に装置が故障したり結線の誤りが発生したりするなど何らかの問題が起きる

可能性があるため、検査を受ける必要があると覚えておきましょう。 

  



第一級陸上特殊無線技士国家試験解説©H.Kemanai kema@khz-net.co.jp 無断での商用利用を禁じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】4 

難易度★（確実に正解したい） 

次のように規定されています。 

「無人方式の無線設備」とは、自動的に動作する無線設備であって、通常の状態においては技術操作を直接必要

としないものをいう。 

 

  



第一級陸上特殊無線技士国家試験解説©H.Kemanai kema@khz-net.co.jp 無断での商用利用を禁じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】3 

難易度★（確実に正解したい） 

周波数測定装置は、送信周波数を確認するという極めて重要な機器ですから、型式検定に合格したものでなけれ

ば施設できません。  



第一級陸上特殊無線技士国家試験解説©H.Kemanai kema@khz-net.co.jp 無断での商用利用を禁じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】2 

難易度★（選択肢 B と C の組み合わせで確実に正答したい） 

受信設備（ラジオなどの受信機）も、内部に発振回路を持っているため、装置の故障などが発生した場合に副

次的に電波を発射し、他の無線設備に妨害を与える可能性があります。これを規制する条文です。 

許される限度は、受信空中線と電気的常数の等しい抵抗器などを接続して測定し、4 ナノワット以下である必要

があります。 

  



第一級陸上特殊無線技士国家試験解説©H.Kemanai kema@khz-net.co.jp 無断での商用利用を禁じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】3 

難易度★（定番問題。確実に正解したい） 

主任無線従事者の選任は、予め届け出ではなく、選任後に届け出です。  



第一級陸上特殊無線技士国家試験解説©H.Kemanai kema@khz-net.co.jp 無断での商用利用を禁じます。 

 

 

 

 

 

 

【解答】1 

難易度★（やさしい問題） 

解答は選択肢 1 の通りです。選択肢 A・B・C のどれを取っても余り悩まずに正解が分かる問題です。 

  



第一級陸上特殊無線技士国家試験解説©H.Kemanai kema@khz-net.co.jp 無断での商用利用を禁じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】2 

難易度★★（消去法で求まる問題） 

選択肢 1・3・4 は正しい記述で、これは比較的常識的に理解できるかと思います。 

選択肢 2 については、電波法第 56 条に次のように規定されています。 

 

第五十六条 無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設

備で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければ

ならない。但し、遭難通信・緊急通信・安全通信・非常通信については、この限りでない。 

  



第一級陸上特殊無線技士国家試験解説©H.Kemanai kema@khz-net.co.jp 無断での商用利用を禁じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】4 

難易度★★（定番問題） 

非常の場合の無線通信については、選択肢 4 のように規定されています。選択肢 A・B・C ともにどれもが適合

してしまいそうな気がしますが、定番問題ですから必ず覚えておきましょう。  



第一級陸上特殊無線技士国家試験解説©H.Kemanai kema@khz-net.co.jp 無断での商用利用を禁じます。 

 

 

 

 

 

 

【解答】4 

難易度★（重要問題） 

いわゆる「80 条報告」という奴で、電波法等に違反して運用した無線局を認めた場合は、所定の手続きによって

総務大臣に報告する「義務」があります。また、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するた

めに必要があれば、総務大臣は無線局の免許人に対して報告を求めることもできます。 

  



第一級陸上特殊無線技士国家試験解説©H.Kemanai kema@khz-net.co.jp 無断での商用利用を禁じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】2 

難易度★（必ず正解しなければいけない問題） 

電波の質が適合していないと、不要輻射等が他の無線局などに妨害を与える可能性があります。したがって、

これが臨時に電波の発射の停止を命ずることができる場合です。  



第一級陸上特殊無線技士国家試験解説©H.Kemanai kema@khz-net.co.jp 無断での商用利用を禁じます。 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】1 

難易度★（簡単） 

無線局の廃止は、許可を受ける必要はありません。その旨を届け出れば OK です。 

無線局免許状が効力を失った場合は、一か月以内に免許状を返納です。 

無線局の免許が失効した場合、真っ先に行うべきことは空中線の撤去等、電波の発射を防止するための措置で、

それが一通り済んでから免許状を返納（そのために一か月の猶予がある）と考えればよいでしょう。 

 


